
障害基礎年金裁定請求に必要なもの 

・ 印鑑・学生手帳（学生証１５歳以上） 

・ 国民年金障害基礎年金裁定請求書 

・ 受診状況等証明書（初診医と診断書作成医が違う場合）～先天性障害で知的障害（精

神遅滞）の場合不要。ただし広汎性発達障害（アスペルガー、自閉症）、注意欠陥多

動性障害等は受診状況等証明書が必要になります。 

・ 受診状況等証明書が添付できない理由書 

（初診医での終診から５年以上経過等で受診状況等証明書が得られない場合） 

・ 病歴状況申立書（国民年金用） 

・ 診断書 

※ 障害認定日請求の場合 障害認定日から３ヶ月以内の現症日のもの。但し、２０

歳前障害（先天性障害で知的障害[精神遅滞]）の診断書は障害認定日前後３ヶ月

以内の現症のもので可とする。 

（障害認定日から１年以上経過している場合は請求日前３ヶ月以内の現症日のも

のも必要） 

  ※事後重症請求の場合 請求日前３ヶ月以内の現症日のもの 

・ 歩行状況等申立書（肢体の障害で診断書上の歩行が〇△または△×で証明されている場合） 

・ 障害給付の請求事由について 

（障害認定日から１年以上経過しての認定日請求のとき、認定日においては障害等

級に該当しないが事後重症で該当した場合に事後重症請求することを請求者が了解

したとき） 

・ レントゲン（呼吸器疾患の場合）※肢体の障害でも添付をお願いすることがあります。 

・ 身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳が交付されている場合はその写し 

 

・年金手帳 

・ 戸籍抄本又は謄本、住民票のいずれか一つ ※住民票コードを記入の場合は添付を

省略できる 

・ 共済組合年金加入期間確認通知書、農林共済組合員期間証明書（共済組合員期間が

ある場合） 

・ ２０歳前障害の場合は所得証明書（６月中に受給権の発生する人は前年度分も必要） 

・ 年金受給選択申出書（他の年金を受給している場合） 

・ 請求者名義の預金通帳（年金の支払機関確認のため） 

・ 第三者行為事故状況届（障害の原因が交通事故等第三者の行為による場合） 

 

【加給年金対象者がいる場合】 

・ 戸籍謄本 

・ 住民票（世帯全員） 

・ 加給年金対象者の所得証明書（学生の場合は学生証の写し、義務教育終了前は不要） 

・ 加給年金対象者に障害があれば診断書（障害年金請求用の様式） 

 ※加給年金対象者とは、請求者に生計を維持されている１８歳到達日以後の最初の３

月３１日までの間にある子、または国民年金法施行令別表に定める１級または２級

の障害の状態にある２０歳未満の子をいう。 


